
 

 
令和８年度 介護支援専門員専門（更新）研修 

の受講申込みをする前に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 更新のために必要な研修 （実務経験者対象） 

１ 介護支援専門員証の更新が初回、又は２回目以降の者で、前回の更新時に受けた研修が実務未経
験者対象の更新研修の者 

 
                   
 
 

※初めて証の更新をする者及び前回、更新（実務未経験者対象）研修で証を更新した者、再研修
で証を発行された者は、現在の証の有効期間内に【研修課程Ⅰ】及び【研修課程Ⅱ】を修了し
なければ、証の更新はできません。 

※専門（更新）研修は階層別研修です。受講に必要な実務経験及び履修目標が【研修課程Ⅰ】と
【研修課程Ⅱ】では異なり、【研修課程Ⅰ】を修了後、介護支援専門員として実務をしながら、
事例検討等を行い、【研修課程Ⅱ】を受講するものです。従ってこのような趣旨から、同年度に
専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】と同研修【研修課程Ⅱ】を受講することはおすすめしません。
計画的に受講してください。 

※令和８年度の専門（更新）研修【研修課程Ⅱ】の受講を希望し、【研修課程Ⅰ】が未修了の者は、
今回の【研修課程Ⅰ】を受講してください。 

 
２ 介護支援専門員証の更新が２回目以降の者で、前回の更新時に受講した研修が実務経験者に対す

る専門研修Ⅰ及び専門研修Ⅱの者 
 
 
 
 

Ⅱ 受講対象者 

１ 専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】 
 （１）介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅰ】 
    原則として、介護支援専門員として実務に従事しており、就業後６か月以上の者 
 （２）介護支援専門員更新研修（実務経験者対象）【研修課程Ⅰ】 
    実務経験者（現在の介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として実務に従事し

ている者又は従事していた経験を有する者）で、介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以
内に満了する者 

２ 専門（更新）研修【研修課程Ⅱ】 
 （１）介護支援専門員専門研修【研修課程Ⅱ】 
    原則として、介護支援専門員として実務に従事しており、就業後３年以上の者 
 （２）介護支援専門員更新研修（実務経験者対象）【研修課程Ⅱ】 
    実務経験者（現在の介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として実務に従事し

ている者又は従事していた経験を有する者）で、介護支援専門員証の有効期間が概ね１年以
内に満了する者 

 

必ずお読みください！ 

専門（更新）研修 

【研修課程Ⅰ】（法定５６時間） 

専門（更新）研修 

【研修課程Ⅱ】（法定３２時間） 
＋ 

専門（更新）研修 

【研修課程Ⅱ】（法定３２時間） 

介護支援専門員法定研修の全研修課程は、令和６年度から新カリキュラムになりました。 
研修内容や事前課題等が以前とは変更になっていますので、ご注意ください。 
事前課題の様式は、受講決定時にご案内します。 
 
【研修課程Ⅱ】は今年度より平日も受講可能となりました。 

５クールの開催となるため、課題等の提出期限はクールごとに別途設定していますが、受講申
し込みは今回のみとし、今年度の受講者を決定します。なお、追加での受講受付は行いませんの
でご了承ください。 
 



Ⅲ 募集人数 

１ 専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】 
  １２０名程度 
２ 専門（更新）研修【研修課程Ⅱ】 
  ５００名程度（１クールあたり１００名程度×５クール） 
  ※募集人数を超過した場合、現在、介護支援専門員として実務に従事している者を優先します。 
 

Ⅳ 実務経験 

１ 介護支援専門員の実務経験とは、「現在までに１日以上介護支援専門員業務に就いた者」が該当し
ます。認定調査員は、実務経験に含まれません。 

２ 介護支援専門員としての実務経験の範囲は、下記（１）～（６）において、介護支援専門員とし
ての業務が該当します。ただし、該当する事業所又は施設等で就労していたとしても、要介護認定
のための調査業務のみを行っていた場合やサービス提供事業者との連絡調整のみを補助的に行って
いた場合等、居宅等サービス計画書の作成を行っていなかった場合は、実務経験としては認められ
ません。 
（１）居宅介護支援事業所 
（２）（介護予防）特定施設入居者生活介護の事業所 
（３）（介護予防）小規模多機能型居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機
能型居宅介護の事業所 

（４）介護保険施設 
（５）介護予防支援事業所 
（６）地域包括支援センター 

 

Ⅴ その他注意事項 

１ 介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新をしなかった場合でも、介護支援専門員としての
登録は消除されません。 
介護支援専門員証の有効期間が満了した場合は、実務経験の有無にかかわらず、「再研修」を修了

することにより、介護支援専門員証の交付が可能となり、実務に就くことができます。ただし、「再
研修」は、年間を通して、随時受講できるわけではありませんのでご注意ください。 

２ 専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】及び【研修課程Ⅱ】は、「主任介護支援専門員研修」を受講する
ための必須研修です。 

３ 日程の選択については、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
４ 定員超過の場合、受講決定の優先順位は専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】及び【研修課程Ⅱ】の
開催要項に記載のとおりとします。 

  ※実務経験があり、１回目の更新時に専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】と【研修課程Ⅱ】の両者 
  を受講した者で、新たな５年間の有効期間においても引き続き実務経験がある場合は、専門（更 
  新）研修【研修課程Ⅱ】のみの受講で証の更新が可能です。その場合、更新後すぐに受講するの 
  ではなく、最低でも２年程度実務経験を積まれてから受講してください。 
   また、更新研修（実務未経験者対象）や再研修を受講して、新たな５年間の有効期間中に実務  
  経験がある場合は、専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】と【研修課程Ⅱ】の両方を受講する必要が 
  あります。専門（更新）研修【研修課程Ⅰ】は、更新後すぐに受講が可能ですが、専門（更新） 
  研修【研修課程Ⅱ】については、最低でも２年程度実務を積まれてから受講してください。これ 
  は、有効期間満了日が早く到来する者を優先するためです。 
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